
　　外部公益通報に係るフローチャート

通　報　者

生活環境課（主管課）

伊那市消費生活センター
－　受付・相談　－

法令所管担当課（所管課）

　　 ・　受理、不受理を決定

　　・　調査の実施

通　報　者

調査結果・措置内容を
年１回公表

　　　・　通報内容の確認

処分又は勧告を有す
る行政機関

　　・必要な措置の実施　
　　・公益通報に係る調査結果報告書

生活環境課・伊那市消費生活センター

　　・　法令に基づく措置の検討

公益通報受付票（様式第1号）

 伊那市が権限を有
し ない場合は、権限
を 有する行政機関

【外部公益通報】面会・電話・書面・インターネット・FAX

調査結果、措置内
容を通知

公益通報に係る調査結果報告書（様式第２号）


